
改正高齢法と関係法令の対応方法
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〒417-0061 静岡県富士市伝法2484番地の11
TEL：0545-51-3838 FAX：0545-53-0016
MAIL: f-trustone@grace.ocn.ne.jp

□本社事務所

〒422-8026 静岡市駿河区富士見台一丁目14番26号
TEL：054-284-3838 FAX：054-284-0016
MAIL: s-trustone@beach.ocn.ne.jp

□静岡事務所

【主 催】 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
静岡支部

【日 時】 令和 ７年１０月１７日（金）13：30～16：00

【動画配信】 令和 ７年１２月（予定）

【場 所】 グランシップ ９１０会議室

社会保険労務士法人 トラストワン
代表社員 渡邉裕文（70歳雇用推進プランナー）（特定社会保険労務士）



本日の内容

１．高年齢者が活躍している背景

２．改正高年齢者雇用安定法の解説

３．有期雇用特別措置法の利用

４．パート・有期労働法の理解を深める
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１．高年齢者が活躍している背景
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① 急速な高齢化、人口減少と企業ニーズ

資料出所：令和６年版厚生労働白書（資料版）



１．高年齢者が活躍している背景
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①急速な高齢化、人口減少と企業ニーズ

資料出所：令和６年版厚生労働白書（資料版）



１．高年齢者が活躍している背景
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② 健康寿命の延伸と意欲の高まり

資料出所：健康寿命の令和４年値について厚生労働省健康・生活衛生局健康課



１．高年齢者が活躍している背景

6

② 健康寿命の延伸と意欲の高まり

イ．高年齢者の就業率 資料出所：令和６年度 労働力調査（総務省統計局）

ロ．何歳まで収入を伴う仕事をしたいか 資料出所：令和６年版 高齢社会白書（内閣府）



１．高年齢者が活躍している背景
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③ 年金と生活の課題

資料出所：令和５年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況（厚労省年金局）

厚生年金保険（第１号） 老齢年金受給権者状況の推移（男子）

厚生年金保険（第１号） 老齢年金受給権者状況の推移（女子）



１．高年齢者が活躍している背景
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③ 年金と生活の課題

資料出所：家計調査報告 2024年(令和６年)平均結果の概要（総務省統計局）

65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2024年－

（注） １ 図中の「社会保障給付」及び「その他」の割合（％）は、実収入に占める割合である。
２ 図中の「食料」から「その他の消費支出」までの割合（％）は、消費支出に占める割合である。
３ 図中の「消費支出」のうち、他の世帯への贈答品やサービスの支出は、「その他の消費支出」の「うち交際費」
に含まれている。

４ 図中の「差額分」とは、「実収入」と、「消費支出」及び「非消費支出」の計との差である。



２．改正高年齢者雇用安定法の解説
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これまでの高年齢者雇用安定法～65歳までの雇用確保（義務）～

○60歳未満の定年禁止（高年齢者雇用安定法第８条）
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

○65歳までの雇用確保措置（高年齢者雇用安定法第９条）
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用

確保措置）を講じなければなりません。

①65歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③65歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）を導入

継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。

※平成25年４月１日までに労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、その基準

を適用できる年齢を令和７年３月31日までに段階的に引き上げなければなりません（平成24年

度改正法の経過措置）。

※対象事業主：当該労働者を60歳まで雇用していた事業主

※高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所（ハローワーク）の指導を繰り返

し受けたにもかかわらず何ら具体的な取り組みを行わない企業には、勧告書の発出、

勧告に従わない場合は企業名の公表を行う場合があります。



２．改正高年齢者雇用安定法の解説
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改正のポイント～70歳までの就業機会の確保（努力義務）～

65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保する
ため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務
を新設。（令和３年４月１日施行）

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入

（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む）
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

ａ.事業主が自ら実施する社会貢献事業
ｂ.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

※対象事業主：当該労働者を60歳まで雇用していた事業主

高年齢者雇用安定法第11条に基づく高年齢者雇用推進者（＊）の業務に、高年齢者就
業確保措置の推進も追加されます。また、名称も高年齢者雇用等推進者に変更になって
います。

＊各企業で選任することが努力義務とされている、作業施設の改善その他の諸条件の
整備を図るための業務を担当する者。



２．改正高年齢者雇用安定法の解説
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留意点１：対象者基準について

高年齢者就業確保措置は努力義務ですから、対象者を限定する基準を設け
ることが可能です（P１０の①②を除く）。ただし、対象者基準を設ける場合に
は、次の事項に留意する必要があります。

○対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過

半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を

得ることが望ましいこと。

○労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に

高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗

に反するものは認められないこと。

※H24年改正法の経過措置に基づく対象者基準も同じ考え方です。

【不適切な例】

・会社が必要と認めた者に限る⇒基準がないことと等しく、改正の趣旨に反する

・上司の推薦がある者に限る ⇒ 〃

・男性（女性）に限る ⇒男女差別に該当

・組合活動に従事していない者に限る⇒不当労働行為に該当



２．改正高年齢者雇用安定法の解説
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留意点２：労使で協議すべき事項

○高年齢者就業確保措置の５つの措置のうち、いずれの措置を講ずるかにつ

いては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じ

ていただくことが望ましいです。

○Ｐ10に記載の①～⑤のいずれか一つの措置により70歳までの就業機会を確

保することのほか、複数の措置により70歳までの就業機会を確保することも

可能です。

個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、当該高年齢者の

希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。

○過半数労働組合等の同意が必要または望ましい手続きは、以下のとおりで

す。

・創業支援等措置（P10の④・⑤）のみを講ずる場合の実施に関する計画
（詳細は厚労省ＨＰをご確認ください）

必要

・創業支援等措置（P10の④・⑤）と雇用の措置（P10の①～③）の両方を講
じる場合の創業支援等措置の実施に関する計画（詳細は厚労省ＨＰをご確
認ください）

・対象者基準を設ける場合の基準の内容（上記留意点１）

望ましい



２．改正高年齢者雇用安定法の解説
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留意点３：その他

○高年齢者が定年前とは異なる業務に就く場合には、新しく従事する業務に関して研修、
教育、訓練等を行うことが望ましいです。特に、雇用による措置（①定年引き上げ、②定
年制の廃止、③継続雇用制度の導入）を講じる場合には、安全または衛生のための
教育は必ず行ってください（創業支援等措置を講じる場合にも安全または衛生のため
の教育を行うことが望ましいです。）。

○労働災害による休業４日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者の占める割合が
増加傾向であることも踏まえて、高年齢者が安全に働ける環境づくりのため、高年齢者
就業確保措置（創業支援等措置を含む）により働く高年齢者について、「高年齢労働者
の安全と健康確保のためのガイドライン」を参考に、職場環境の改善や健康や体力の
状況把握とそれに応じた対応など、就業上の災害防止対策に積極的に取り組むことが
望ましいです。

○継続雇用制度、創業支援等措置を実施する場合において、以下の事項等を就業規則
や創業支援等措置の計画に記載した場合には、契約を継続しないことが認められます。
（※65歳までの継続雇用制度も同様の考え方です。）
・心身の故障のため業務に堪えられないと認められること
・勤務（業務）状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責（業務）を果たし得ないこ
と

○シルバー人材センターへの登録や、再就職・ボランティアのマッチングを行う機関への
登録などは、高年齢者の就業先が定まらないため、高年齢者就業確保措置を講じたこ
とにはなりません。

○就業確保措置（創業支援等措置を含む）において支払われる金銭については、制度を
利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮して、適切なものとなるよう努
めることに留意する必要があります。（65歳までの継続雇用制度における賃金も同様
の考え方です。）



２．改正高年齢者雇用安定法の解説
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雇用確保措置を実施済みの企業の内訳

資料出所：令和６年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果（静岡労働局）

雇用確保措置を実施済みの企業（7,096社）について、雇用確保措置の措置内容別
に見ると、定年制の廃止（280社）は3.9％［0.1ポイント増加］、定年の引上げ
（1,842社）は26.0％［2.0ポイント増加］、継続雇用制度の導入（4,974社）は
70.1％［2.1ポイント減少］であった。



２．改正高年齢者雇用安定法の解説
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就業確保措置を実施済みの企業の内訳

資料出所：令和６年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果（静岡労働局）

高年齢者就業確保措置(以下「就業確保措置」注４という。）を実施済みの企業
（2,320社）は、報告した企業全体の32.6％［2.3ポイント増加］で、中小企業では
33.1％［2.4ポイント増加］、大企業では25.1％［1.6ポイント増加］であった。



２．改正高年齢者雇用安定法の解説

16

企業における定年制の状況

資料出所：令和６年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果（静岡労働局）

報告した企業における定年制の状況について、定年年齢別に見ると次のとおりであっ
た。
・ 定年制を廃止している企業（280社）は3.9％［0.1ポイント増加］
・ 定年を60歳とする企業(4,780社）は67.2％［2.2ポイント減少］
・ 定年を61～64歳とする企業（211社）は3.0％［0.2ポイント増加］
・ 定年を65歳とする企業（1,612社）は22.7％［1.7ポイント増加］
・ 定年を66～69歳とする企業（68社）は1.0％［0.1ポイント増加］
・ 定年を70歳以上とする企業（162社）は2.3％［0.2ポイント増加］



２．改正高年齢者雇用安定法の解説
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第〇〇条 （７０歳までの再雇用）
満６５歳以降も引き続き勤務を希望する者は、満６５歳到達日の６ヶ月前までに会社

に申し出るものとし、会社は、次の基準または条件を満たす者については、１年以内の
労働契約を更新することにより満７０歳まで嘱託社員として再雇用する。
１．身体、精神及び家庭環境が（定年）（６５歳）前と同様に就業できるもの

ここで、会社は必要に応じ会社の指定する医師の診断書を提出させることがある。
２．過去〇〇年間に規則第〇〇条（懲戒の種類及び程度）の規定による「減給」以上の

処分を〇〇回以上受けたことのないもの、又は始末書の提出が〇〇回以上ないもの
３．過去〇〇年間に自己の責めによる重大な労働災害事故を生じたことのないもの
４．過去〇〇年間に自己の過失による人身事故、免許停止処分等重大な交通違反のない

もの
５．過去〇〇年間の出勤率が（各年）〇〇％以上のもの
６．過去〇〇年間に無断欠勤のないもの
７．過去〇〇年間に人事考課の結果が〇〇以上のもの

※（人事考課結果を労働者本人に開示していることが望ましい）
８．業務に必要な○○資格を有するもの
９．後進の指導ができる能力を有するもの

※勤続〇〇年以上が目安、または、係長職以上の経験者）
10．職務遂行能力が定年前の水準を維持できるもの
11．新たな労働契約に同意するもの

② 会社は前項の規定により継続勤務を希望するものに対し、前項の基準または条件等の事
実を満６５歳到達日の３ヶ月前までに本人に開示し、６５歳以降の再雇用制度の適用の可
否を通知するものとする。

③ 会社は再雇用制度の適用を決定した嘱託社員に対し、満６５歳到達日の２ヶ月前までに
契約期間、従事すべき業務、勤務日、勤務時間、賃金等の新たな労働条件を労働契約書に
より示して交付するものとする。ここで、新たな労働条件に同意しない場合は、再雇用は
行わないものとする。

④ 契約更新時に新たな労働条件に同意しない場合又は第１項の基準または条件を満たさな
い場合は契約更新は行わないものとする。

⑤ 第１項の規定にかかわらず、７０歳に到達したものも会社が必要と認めた場合は嘱託社
員として労働契約を更新することがある。

⑥ 嘱託社員については退職金規程を除外するものとする。



３．有期雇用特別措置法の利用
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３．有期雇用特別措置法の利用
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３．有期雇用特別措置法の利用
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有期雇用特別措置法の適用の流れ



４．パート・有期労働法の理解を深める
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４．パート・有期労働法の理解を深める
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４．パート・有期労働法の理解を深める
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「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要



４．パート・有期労働法の理解を深める
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「同一労働同一賃金ガイドライン」抜粋

２ 定年に達した後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い

定年に達した後に継続雇用された有期雇用労働者についても、短時間・有

期雇用労働法の適用を受けるものである。このため、通常の労働者と定年

に達した後に継続雇用された有期雇用労働者との間の賃金の相違について

は、実際に両者の間に「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範

囲」「その他の事情」の相違がある場合は、その相違に応じた賃金の相違

は許容される。

さらに、有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者であること

は、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理と認

められるか否かを判断するに当たり、短時間・有期雇用労働法第８条のそ

の他の事情として考慮される事情に当たりうる。定年に達した後に有期雇

用労働者として継続雇用する場合の待遇について、様々な事情が総合的に

考慮されて、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不

合理と認められるか否かが判断されるものと考えられる。したがって、当

該有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者であることのみを

もって、直ちに通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が

不合理ではないと認められるものではない。
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皆様の労務管理にお役立て頂ければ
幸いです。

ご清聴ありがとうございました。


